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長野県治水・利水ダム等検討委員会 

黒沢川部会報告 
                

平成１５年２月１４日  

 

１ はじめに 

  本部会は、一級河川黒沢川及び万水川流域における総合的な治水・利水対

策について広く住民の意見を聴き、部会案を委員会へ報告することを目的と

して、平成１４年４月３０日の第１回部会から１５回の部会審議と１回の公

聴会を経て、報告書を取りまとめるに至った。 
  現法制度下での意見と、法改正も含めた視野での意見による議論は空転し、

妥協線が無いのは当然である。しかし部会では、原点に戻り「黒沢川・万水

川は安曇野の共有財産」という基本理念を再認識して既成の概念にとらわれ

ず、いかに将来に向けて限られた全ての資源を守りながら共有できる社会を

構築するか、部会委員の英知を結集することが部会に課せられた任務である

と考え報告とした。 

 

２ 審議結果（部会がまとめた治水・利水対策） 

この地域の黒沢川・万水川との関わりを考慮すると、黒沢ダムによる治水・

利水対策は幾多の課題を解決する手段であると考えられる。しかしながら堆

砂問題も含めた環境への影響、国・県の財政状況等の課題もあることから、「脱

ダム宣言」の理念を尊重し、ダムによらない案として審議してきた「調整池

案」＋「水利分配案」を基に、治水は調整池と現行の河川改修による「調整

池案」、利水は黒沢川の流水を最大限有効利用する『黒沢川利用案』とする。 

 
治水に関しては、赤沢砂防堰堤下流に調整池を設置し、想定される洪水調

整を行うこととする。なお洪水調整量や調整池の位置については、河道流下

能力の再検証、環境調査等を行い、地域住民の合意を得ることにより決定し

ていく。 
利水に関して、三郷村上水道用水、南小倉地域等の農業用水及び雑用水は、

黒沢砂防えん堤の活用等を検討しながら最大限黒沢川の流水を利用する。さ

らに不足する水量は地下水又は他の農業用水に求めることとする。黒沢川流

水の利用可能量は、既存の調査資料を活用するとともに、河川流量調査を行

うことにより検証し決定していく。 
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（１）治水対策について 
過去に幾たびか被害をもたらした主な原因とも言える尻無し川の形態は、

農林水産省と長野県の共同事業により万水川に接続されることにより解消し、

黒沢川末端での災害の危険性は減ずるものと予想される。しかしながら、万

水川は、未だ河川改修が完了しておらず、このまま黒沢川と万水川を接続し

た場合、万水川未改修地域での洪水の危険性が高まることは大きな問題であ

る。 
黒沢川と万水川が接続すると、従来ほとんど流れ込んでいなかった黒沢川

の洪水が万水川へ流入することとなるため、特に、下流部での治水安全度の

確保は重要な課題となる。 
現在行っている万水川の河川改修とあづみ野排水路の新設を最優先課題と

し、早急に現計画どおり継続実施すべきである。 

 
  県が設定した基本高水流量は、検討委員会の基本高水ワーキンググループ

においても妥当であることが報告されており、この流量を安全に流下させる

ため、調整池により洪水を調節することとしたが、河道流下能力の検証を加

味した治水計画を早急に樹立すべきである。また、超過洪水対策についても

検討する必要がある。 

 
（２）利水対策について 

黒沢川は、扇状地河川であり地下への浸透が大きいことから、渇水時期に

は水が流れなくなる伏没河川という特性を持っている。しかし、浸透の大き

くない上流域では、黒沢の森林から流れ下る清らかな水が地域の農業及び飲

料水を含めた生活用水として古くから利用され、現在の集落が形成されてき

た歴史がある。 
農業用水及び雑用水は許可水利権、慣行水利権を取得しているものの、三

郷村の上水道用水は一級河川黒沢川に水利権を持たない現状である。しかし

昭和４０年代から、水道事業が進む中で、村は黒沢砂防堰堤の使用協定を県

と締結し、上水道の水源を黒沢川に求め、限りある表流水を地元南小倉地域

の農業用水、雑用水と分け合ってきた。 
ダムによらずに黒沢川の流水のみでこれらの水利用調整を行うことは、黒

沢川の流況を見ると現法制度の下では困難であり、地下水や他の農業用水を

利用せざるを得ないが、その場合、今までの地域での水利用形態を大きく変

更することとなり、権利関係の調整、新たな利水施設の建設、維持管理費の

増大、地下水の保全・かん養と適正利用などさまざまな課題が想定される。 
望ましい利水対策は、黒沢川の流水を最大限有効に利用することで、この

ため県は伏没河川である特性を踏まえ、豊水利用が可能となるよう法制度の

見直しを国へ求めるとともに、流量調査等により河川維持流量を再検討し、

その利用可能量を把握すべきである。 
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また、水需要量について、村は上水道需要量を検討するとともに、県が主

体となり農業用水及び雑用水の必要量を把握し、利水の全体量を見定める必

要がある。 

 
農業用水に関しては、黒沢川で水利権を付与できる流量は、農業用水の必

要量に比べ小さく、既に得ている許可水利権の流量を大幅に減少せざるを得

ないが、県が主体となり村と協力して利水者と十分な協議を行い合意を得な

くてはならない。 
さらに、黒沢川からの取水では不足する場合、中信平農業用水から現在以

上の農業用水をポンプアップして補給することとなるが、補給量増の権利の

取得、ポンプ、配管等の必要な諸施設建設に係る費用及びその維持管理、更

新費用等など、農業者は新たな負担を負うことになり、これらの負担を農業

者のみに求めることは困難であるため、県は補給量増の権利の取得に協力す

るとともに、農業者の負担を軽減するため、適切な支援を行うべきである。 

 
上水道について、三郷村は、節水を検討した上で上水道需要量の減少に努

める必要がある。また、水源対策については、本来事業者たる三郷村が行う

ものであるが、県は新たな補助制度の創設等を含めて、利水者負担が軽減さ

れるよう積極的な協力を行うべきである。 

 
三郷村上水道が地下水を利用する場合は、地下水の保全涵養施策を進めな

がら、わさび田湧水群、養魚業への影響に留意し、利用していくことが望ま

しいと考えられ、安曇野の地下水のメカニズムについて県が関係町村と協力

し、詳細な調査を行い、その調査結果に基づき地下水利用者間での協議を行

い合意を得ることが必要である。 
地下水の保全涵養と適正な利用については、この地下水を安曇野共有の財

産として位置づけ、関係町村一同の下に地下水の保全涵養及び適正な利用に

関する協定の締結又は条例制定を行うことを提言する。また地下水利用者間

の協議はこの協定または条例に則り行うべきである。 
さらに、今後の上水道水源対策を進めるにあたり、三郷村上段地域での地

下水利用の可能性について県は試掘調査を早急に行うことを要望する。 

 
これらの調査・調整等には一定の期間が必要であるため、利水対策がなさ

れるまでの間、暫定豊水水利権を付与することを強く要望するとともに、地

域の特色を踏まえ恒久的に豊水を利用ができるよう水利権等の柔軟な運用を

行うことを提言する。 
  しかしながら、豊水を利用することとなっても渇水期には河川流量が減少

し、利水の需要に応えられない状況になることが予想されるため、黒沢川砂

防堰堤の活用等を検討し、渇水に対応する水源措置を行うことが必要である。
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また、渇水期の水利用対策を協議する場を常設しておくことを提言する。 

 
（３）その他 
  黒沢川・万水川に関する治水・利水対策については、今後委員会の審議を

経て行政が判断していくことになるが、ダムによらない案の実現のためには

住民参加の協議会等を設置し行政と住民が連携し、行っていく必要がある。 

 
  なお、ダムによらない対策を実現するには、幾多の課題がある。この課題

の解決方向が見えない場合は、地域の安全安心を考えると再度ダム案を検討

せざるを得ないので、流量調査及び環境調査など必要最小限の調査は継続す

るべきである。 
委員会は、この流域の具体的な治水・利水対策に関する課題の解決及び計

画策定について、一定の期限を附して答申することを要望する。 

 
  この他部会において確認された事項は、後述の審議内容に示す。 
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３ 流域の概要 

黒沢川は下流端において河川の形状が無くなり、直交する農業用水路（堀

廻堰）に、全流量が流下する、いわゆる尻無し河川である。最下流部におけ

る流下能力の著しい減少から、過去幾たびかの溢水被害があり、この対策と

して現在農林水産省と県が費用分担し、あづみ野排水路の整備を行い、黒沢

川は一級河川万水川へ接続することとなった。これにより、黒沢川最下流部

での災害の危険性は著しく軽減される見通しとなったが、万水川を含めた全

体の治水安全度の確保が必要となっている。 
  一方、三郷村は人口の増加と下水道普及が見込まれ、早急な上水道の水源

確保が課題となっている。特に黒沢生活貯水池（黒沢ダム）計画に関連して、

黒沢川における三郷村の上水道水源確保の問題は、治水とともに生活に直結

した重要な課題である。 
  また、黒沢川に依存している農業用水も不足しており、不足分を中信平農

業用水からポンプアップし補給せざるを得ない状況である。 
このため、黒沢川部会では、黒沢川のみならず万水川を含めた豊科町、穂

高町、梓川村、三郷村、堀金村の２町３村にまたがる流域における総合的な

治水・利水対策について慎重な審議を進めてきた。 

 

４ 治水・利水の現状 

（１）治水 
黒沢川と万水川の治水は、現在まで接続した１本の河川として計画され

てきた。 
黒沢川、万水川は建設省河川砂防技術基準（案）同解説によると河川の

重要度はＤ級に区分され、計画規模は１／５０～１／１０となるが、特に

近年発生した洪水の降雨を評価し、治水安全度を１／３０としている。 
   さらに、１／３０の治水安全度で雨量・流出解析を行い、計画降雨量、

基本高水流量については１２０ｍｍ／日、犀川合流点で２１５ｍ３／ｓとし

ている。 
   この基本高水流量に対し、現計画では、黒沢ダムによりダム計画地点で

５０ｍ３／ｓのうち３６ｍ３／ｓを調節することにより、犀川合流点では 

１５ｍ３／ｓを減じ、計画高水流量２００ｍ３／ｓとしている。 
万水川の改修については、計画高水流量２００ｍ３／ｓに対応した拡幅改

修を昭和４３年から実施しており、現在までに事業費ベースで約７０％の

進捗である。また、万水川と黒沢川を接続する「あづみ野排水路」の建設

については、農林水産省と長野県の共同工事で平成１３年度から実施して

いる。 
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（２）利水 
①三郷村上水道 

    三郷村の上水道は、平成１２年現在給水可能量７，６００ｍ３／日の約

６３％にあたる４，８００ｍ３／日を黒沢川から取水し、残り２，８００

ｍ３／日を３本の井戸により地下水に依存している。 
    主たる水源である黒沢川からの取水口は居住地域の上段に位置し、各

給水地域へ自然圧により給水している。なお、３本の井戸は居住地域の

中段に位置し、流下してくる黒沢川からの取水と合流し、配水池より低

標高の給水地域へ給水している。 
    三郷村上水道計画では、平成２０年には人口増、下水道普及等の要因

により上水道使用量の増加が見込まれ、計画取水量を９，６００ｍ３／日

としている。 
  ②農業用水、雑用水 

黒沢川の既得水利権は１箇所の許可水利権と８箇所の慣行水利権があ

る。このうち許可水利権は、南小倉土地改良区が取得しており、かんが

い面積６０ha、取水量はしろかき期０．３４ｍ３／ｓ、（約２９，０００

ｍ３／日）普通期、非かんがい期０．２２ｍ３／ｓ（約１９，０００ｍ３

／日）である。また、８箇所の慣行水利権のかんがい面積は許可水利権

との重複が見られ、合計では６２．１ｈa のかんがい面積となっている。 
農地面積は、他の地目への転用が進む等の原因により減少傾向にあり、

現在の農地面積は水田約３０ha、畑約２５ha となっている。また、必要

量は雑用水を含み、しろかき期０．２０４ｍ３／ｓ（約１７，６００ｍ３

／日）、普通期０．１５３ｍ３／ｓ（約１３，２００ｍ３／日）、非かんが

い期０．０１３５ｍ３／ｓ（約１，２００ｍ３／日）と計算されており、

ダム建設を前提に、この必要水量を基に水利権を見直すことについて南

小倉水利組合、雑用水組合等地域の関係者の同意は得ている。 
南小倉地区農業用水は黒沢川の水利権を昭和３４年に得ているが、三

郷村上水道の普及に伴う水源確保のため、村の費用負担による中信平農

業用水からのポンプアップでの用水補給等を前提に、黒沢川の流水の内

０．０５６ｍ３／ｓ（４，８００ｍ３／日）を上水道が優先的に利用する

ことに同意している。しかし、農業用水は十分とは言えず、南小倉地区

は約７割の減反を余儀なくされている。 
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５ 審議内容 

  部会で審議した項目毎の概要は次のとおり。 
（１）洪水対策 

現在の黒沢川及び万水川における流下能力を検証した結果、問題点とし

て上げられるのは、特に万水川の河川改修未実施区間の流下能力が小さく、

黒沢川と万水川を接続した場合には、洪水被害が予想されることである。

よって、現在進められている、万水川改修を早期に完了することが、この

地域の水害防止に係る緊急事項である。 
また、超過洪水対策として、水害防備林の整備と保全、土地利用規制、

ハザードマップの作成と公表などの対策を講ずる必要がある。さらに、流

域対策として、農地の減少と宅地等の増加は、河川への雨水の流出量を増

加させるとともに地下水への浸透量は減少するため、水田の保全など遊水

機能を確保するなど河川への流出を抑制することが重要であることが確認

された。 

 
（２）利水対策 

現在の水利権取水水量は、しろかき期で約２９，０００ｍ３／日となって

いるものの、流量調査の結果から、水利権を付与できる流量である基準渇

水流量は約４，１００ｍ３／日であり大きな差が出ている。 
さらに三郷村は、実態として上水道用水として黒沢川から４，８００ｍ３

／日を取水しているが、一級河川黒沢川からの水利権を取得しておらず河

川法上問題となっている。このような実態を踏まえ、三郷村の上水道水源

対策には、歴史的な背景がある中、議論がかみ合わない現実があった。 
ダムによらない案は、黒沢川に水利権を持っている方々との調整及び梓

川に現在水利権を所有している農林水産省、管理者である土地改良区との

調整及び河川管理者の許可が必要となり、案の実現性については、関係者

の意見を聴取したが明確な結論には至らなかった。 
特に、南小倉地域等の利水者からは、「ダム建設を条件に水利使用につい

て村と協定を締結しており、不履行の場合は契約を破棄したい。」という厳

しい意見もあった。 
中信平農業用水の基幹水利施設である梓川頭首工などの更新に伴う改修

事業が計画されており、既得水利権も更改されることと思われるが、これ

を契機に南小倉地域等への補給水の増について、県も協力し十分協議し解

決することが望ましいと思われる。なお、土地改良区連合の意見では、「水

を必要とする方が国土交通大臣から水利権の許可を得たうえで、中信平農

業用水の施設を利用することについては、組合員の同意を得られれば可能

である。」とのことであった。 
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河川がその正常な機能を維持するために必要な河川維持流量をどの程度

にするかは大きな課題であり、自然環境の保全とも密接に関係するため、

慎重な判断が必要である。部会では、黒沢川の特性を考慮した流量を設定

すべきであることが確認された。 

 
利水対策案の審議における重要な課題として財政支援があり、利水者負

担について部会での審議には限界があり結論を出すことはできない。 
ダムによらない案は、現行制度下ではダム案に比べて三郷村等利水者の

負担が大きく、水道料金への跳ね返りも大きくなるものと想定され、小さ

な自治体での負担は不可能と考えられる。特に農業用水について、利水者

からは「とても受け入れられる負担ではない。」との意見があった。 
県等の補助については利水ワーキンググループからも提言されているが、

県は答申に盛り込まれれば積極的に検討するとのことであり、県財政が危

機的な状況であることから真に必要な分野に財政配分するとしているが、

部会では県等の補助が不可欠であることとされた。 

 
（３）地下水 

地下水の有識者から意見を聴取したところ、「三郷村内での地下水利用の

可能性について広域農道付近から下の地域では、井戸１本当り２，５００

ｍ３～３，５００ｍ３／日の取水が期待されるものの、広域農道から上段で

は１本当り数百ｍ３／日程度に減少する。下流のわさび田湧水群等への湧水

量減少等の影響について、その原因は盆地全体の地下水量の汲み上げ量の

増加、涵養の減少、犀川の河床低下等のマイナス要因を総合的に考えなく

てはならず、地下水の汲み上げ量の増加も要因の一つと考えられる。」との

ことであり、渇水時期に湧水量減少などの影響が出るかどうかはわからな

い。また、地下水汚染については「畑地帯では亜硝酸性窒素、硝酸性窒素

等による汚染が懸念され今後注意が必要だが、現在のところ心配ない。」と

のことであった。 
地下水利用に関しては、「下流に位置するわさび田等の湧水量への影響、

地下水汚染に注意し、湧水に影響させない範囲で安全で十分な地下水が確

保できることが条件となり、地下水の適正な利用と保全涵養が重要であ

る。」とのことであった。 

 
また、この地域の地下水を安曇野共有の財産として位置づけ、部会に参

加している５町村一同の下に地下水の保全涵養及び適正な利用に関する協

定の締結や条例制定を求める意見があった。 
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（４）森林 
森林ワーキンググループからは、黒沢ダム流域５４５ha の内９９．８％

が森林であり、保安林率１００％、内８１％が水源涵養保安林であること、

また、この地域の森林による有効貯留量は１０１～１４５ｍｍと推定され

ることが報告された。 
森林は洪水緩和機能、崩壊防止機能、水源涵養機能など様々な多面的機

能があるが、特に治水面では一定の規模以上の降雨では洪水緩和機能に限

界を生じ、他の手法との組み合わせにより洪水対策を行う必要があること

が日本学術会議から報告されている。また、森林の持つ洪水緩和機能は、

基本高水流量を算定する際に既に織り込み済みであり、特に森林の状況が

変化しない限り現在想定している基本高水は変わらないとのことであった。 

 
現在黒沢川、万水川流域の森林の状況はほぼ良好であり大きな洪水緩和

機能を発揮しているが、将来にわたり引き続きこの状態を維持し、さらに

健全な森林とするため、流域全域の適正な森林管理を行っていく必要があ

ることが確認された。 

 
（５）地質 

県からは既存の黒沢ダム計画地周辺の地質調査から、第四紀断層を初め

とする地質に関して、計画規模のダムを建設するにあたっては、現時点で

は大きな問題はないと判断しており、国土交通省のダム基本設計会議でも

現計画のダム軸・ダム形式は承認されているとの報告があった。 
一方、松島信幸委員からは、８月３０日に委員の行った調査から、県の

調査結果をそのまま評価することはできないとの報告があった。さらに、

ダム計画地点の岩盤の強度は十分であるが亀裂が多く、グラウト等止水工

事には、ダム事業費に既に計上されているもの以上の費用がかかることが

想定されるとのことであった。 

 
地質に関するダム建設の危険性について、一致した見解には至らなかっ

た。 

 
（６）自然環境 

県が行っている自然環境調査によると、黒沢ダム建設予定地周辺にはク

マタカの飛来やホソバノツルリンドウ、モモンガ等、貴重な生物の生息が

確認されており、保全対策の検討など調査を継続している。また、三郷村

の専門家によると、「現砂防ダム上流から黒沢の滝までは開けた地形から、

生物の生育に適した環境であり、県天然記念物に指定されているコヒオド

シなどの貴重種も生息を確認している。」とのことであった。さらに、黒沢

ダム周辺に限らず黒沢川沿川にも貴重種の存在が指摘されている。 
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ダム、調整池の建設及び河川改修など、河川の整備を行う場合等には、

施設周辺の環境保全はもちろん黒沢川、万水川全域における生物の生息、

景観、親水などを考慮し、この地域の自然環境に詳しい専門家の意見を聞

きながら、さらに調査を行い整備を進めることが必要である。特に、県条

例等で指定されている貴重種の保全を適正に行うなど、治水・利水に関す

る諸施設の建設については環境に十分配慮すべきであることが確認された。 

 
（７）財政 

対策案に関する費用について財政ワーキンググループから以下のとおり

報告があった。 
治水について、ダム案は約１６６億円、ダムなし案は約１０２億円であ

る。 
利水について、ダム案の初期投資が約１３億円、１００年換算の場合約

４０億円となっている。ダムなし案の初期投資が約３３から３６億円、  

１００年換算の場合約１５０から１８６億円となっている。 
利水者負担については、現行制度の下で、ダム案の初期投資の内約１２

億円、１００年換算で約３６億円となり、ダムなし案は全額利水者負担と

なる。 

 
特にダムなし案の場合には、利水者の負担が軽減されるよう県が補助す

べきであるとの意見が出された。 

 

６ 対策案 

黒沢川及び万水川流域の現状と課題を踏まえ、基本条件を確認し、次の２

案の課題とその解決方策案の検討を行った。 

 
（１）基本条件の確認 

① 治水 
治水安全度に関して万水川下流部は資産が集中しており、また、わさび

田湧水群などの観光地もあることから、１／５０にすべきではないかとい

う意見もあったが、現在までの河川改修の経緯や既往洪水の評価などから、

最低でも１／３０を確保することとなった。 
また、計画降雨量、基本高水流量についても現行計画である１２０ｍｍ

／日、犀川合流点で２１５ｍ３／ｓが妥当であることを確認した。 

 
② 利水 
三郷村の上水道水源計画は、平成２０年度において計画取水量    



１１ 

９，６００ｍ３／日であるが、この計画の妥当性を検証するために行った利

水ワーキンググループでの給水量予測によると、平成３２年の水需給の予

想水量は９，０００～９，９００ｍ３／日となり、三郷村の水道計画におけ

る水需要予測は妥当であることを確認した。 
農業用水については、旧南小倉土地改良区の関係者から意見聴取を行い、

水量が十分あれば収益性の高い作物の作付けを希望していることから、現

在黒沢川から取水している農地への十分な農業用水を供給することも確認

した。 

 
（２）対策案 

基本的条件を満足した治水・利水対策案として、次の２案を提案する。 

 
① ダム案 

治水：多目的ダム＋河川改修（現計画） 
利水：河川（多目的ダム）＋地下水 

 
 治水については、洪水対策をダムと現行の河川改修により分担する。 
 利水については、三郷村上水道の平成２０年での計画取水量    

９，６００ｍ３／日の内、黒沢川で５，８００ｍ３／日を確保し、残り  

３，８００ｍ３／日は既存井戸２，８００ｍ３／日と新規井戸１，０００

ｍ３／日により地下水に求める。 
 また農業用水及び雑用水については、現在取得している許可及び慣行

水利権の水量を現状で必要な水量に減じ、しろかき期約１７，６００ｍ
３／日を黒沢川と現状どおりの中信平農業用水からのポンプアップによ

る補給水で確保する。 

 
    課題 
     １ ダム計画地及び工事用道路等における自然環境への影響が懸念

される。特にダム建設予定地周辺には、県天然記念物に指定され

ているコヒオドシ等貴重な生物の生息が確認されている。 
     ２ ダム流域の森林は健全な状況であり、土砂崩壊防止機能も十分

発揮されていることから土砂流出は少ないことが想定されるもの

の、堆砂によるダム機能の低下、環境への影響が懸念される。 
     ３ 透水性の高い地盤での建設になること等から、事業費の増が懸

念される。 
     ４ 国・県の財政状況の悪化と公共事業の大幅抑制など、時代背景

の中で実現性が懸念される。 
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②ダムなし案 
治水：調整池＋河川改修（現計画） 
利水：河川＋地下水＋他の農業用水 

     
     治水については、洪水対策を調整池と現行の河川改修により分担す

る。 
 利水については、三郷村上水道で平成２０年の計画取水量    

９，６００ｍ３／日と必要な農業用水等を黒沢川、地下水及び他の農業

用水に求める。 
 利水に関しては、上水道用水は一部黒沢川から取水し不足分は地下

水に依存する。または、必要量全てを地下水から取水する。農業用水

及び雑用水は一部黒沢川から取水し不足分は他の農業用水から補給す

る。 

 
課題 
 １ 調整池の用地確保と容量確保が可能であるかが懸念される。 
 ２ ダムから調整池へ計画変更することにより、現在実施している

万水川河川改修事業及びあづみ野排水路事業の進捗に影響がある

ことが懸念される。（特に国土交通大臣の認可） 
 ３ 下流住民の理解が得られるかが懸念される。 
４ 調整池計画地において自然環境への影響が懸念される。 
５ 上水道を地下水に求める場合は、有識者による調査を行った上

で、安曇野の地下水の保全・かん養と有効利用について検討する

必要がある。 
６ 農業用水等は、既得水利権の一部を放棄することとなり、関係

者の理解と同意が不可欠である。 
７ 中信平農業用水から補給する場合は、補給水量増加の権利の取

得が必要となり、その関係者の理解と同意、さらには国土交通大

臣の認可も必要となる。さらに、ポンプアップの設備費及び維持

管理費、経常経費を農業者が負担することとなる。 
８ 現行制度の下では、利水者負担が大きい。 
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７ 公聴会での意見 

 平成１５年１月２５日に行われた公聴会には、６６名が応募し、４１名の方々

から意見を聴取した。公聴会での主な意見は次のとおりであった。 

 
（治水） 
・ あずみ野排水路が完成すれば、治水は解決する。 
・ 治水安全度を１／１００にすべき。 
・ ダムなしで流域対策による総合治水を行うべき。洪水の原因調査が必要。 
・ 万水川河川改修の早期完成を切望する。 
・ 万水川下流では、洪水の度に土嚢積みなどの水防活動を行っている。 
・ 黒沢扇状地全体を視野に入れた治水対策を検討すべき。 
・ 洪水と仲良くつきあうということは、準備をしておいて初めて仲良くつきあ

える。川は溢れることが自然。 
（上水道） 
・ 三郷村の上水道は地下水に比重を置くべき。 
・ 三郷村の上水道は、表流水の水利権を取得すべき。 
・ 堀金村は上水道を地下水に賄っているが、三郷村より水道料金が安い。 
・ 節水により上水道需要量を減じると現況で対応できる。下水道の方法も考慮

すべき。 
・ 上水道にかかる費用は努力して安価にすべき。 
・ 水道料金は、市町村合併も考慮するべき。 
（農業用水） 
・ 農業用水水利権の調整が必要である。 
・ 水利権の問題は、行政と水利権者が話し合うべき。 
・ 安曇野の自然を守ってきた農民の生きる権利である水利権の問題がある。 
・ 今以上豊かな農業が推進される時代には一層のかんがい用水が必要となる。 
・ ダムなし案は地元農家を無視したのものである。 
・ 水資源の元は雨水であり、全ての生物が共有するものである。 
・ 農業用水６００ｍ３／日では農業はできない。 
・ 農業用水について、他の水利権確保は難しい。たとえ可能であっても事業費

等の負担ができない。 
・ 人の生きていく基本である農業用水を確保できるダムを望む。 
・ 農家は水路をパイプラインにするなど渇水対策を行っている。 
・ 農業用水の必要量は１００％の水田化が前提となっているのは過大。 
（地下水） 
・ 安曇野の地下水保全条例制定が必要。 
・ 地下水利用は、電気エネルギーを使わなければならない。 
・ 地下水の汲み上げによるわさび田湧水の枯渇が懸念される。 



１４ 

・ 深層地下水の汲み上げは浅層地下水であるわさび田湧水に影響しないと思

う。 
・ 現状の農業形態が改まらない限り地下水汚染はあり得る。 
・ 堀金村に企業が進出する際、わさび組合から反対はなかったとの話しがある

が事実ではない。 
・ 堀金村の企業の地下水汲み上げには問題がある。 
・ 地下水汲み上げによるわさび田湧水への影響は、河床低下も含めた科学的調

査が必要。 
・ 地下水汲み上げにより養魚場へも影響がある。 
・ 水道水源を地下水に頼りすぎるのは危険。 
・ 地下水の水利権を認めるべき。 
・ 地下水は無限ではなく涵養が重要。 
・ 地場産業であるわさび栽培を振興するためにも地下水保全が必要。 
・ ダムからの地下浸透も湧水の大切な要因。 
（森林整備） 
・ 森林のさらなる整備。 
・ 黒沢川流域の森林整備を進めることが大切。 
（環境） 
・ 動植物の生態系を維持すべき。 
・ ダムだけが自然に負荷をかけるのではなく、地下水を取ることも自然に負荷

をかける。 
・ ダムなし案は自然に極力手を加えない方法であり、自然を守る意味で最適。 
・ ダムはすばらしい黒沢の自然を破壊することになる。 
・ ダム建設のための工事用道路により自然環境が壊される。 
・ 生態系の保全とダムの共存は無い。 
・ 両案とも生態系に問題を抱えている。 
（財政） 
・ ダムなし案は、水道、農業用水について三郷村住民の莫大な負担になる。 
・ ダムなし案については、県に財政支援を求め、村民の負担軽減を図るべきで

ある。 
・ 財政ＷＧ試算が信用できない。 
・ ダムは地質の状況から事業費が増加する。 
（制度改正） 
・ 補助金や水利権の問題は、制度改正を行うこと。 
（ダム） 
・ ダムは、堆砂問題、河床低下等の問題がある。 
・ ダムにより自然のエネルギーを利用することが自然を大切にすること。 
・ 黒沢ダムに水を貯めることは不可能。 
・ ダム建設は世界の趨勢から見れば時代遅れ。 
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・ 水没面積が少なく最適なダムである。 
・ ダム機能が低下または無くなった場合、危険な状況が予想される。 
・ ダムは出来る限り小さくすべき。自然に配慮した上でのダム案が良い。 
・ ダム建設が自然を守り、自然の脅威から環境を守り自然の恵みを最大限活用

することである。 
・ コンクリートのダムではなく、緑のダムを望む。 
（調整池） 
・ 調整池の立地条件は下流に社会施設等があり、また自然環境にも影響しかね

なく現実的ではない。 
・ 調整池は親水公園として整備されたい。 
・ 調整池の維持管理費が多大となる。 
・ 調整池の安全性が心配される。 
（砂防堰堤） 
・ 利水は地下水と砂防堰堤の浚渫により確保すべき。 
・ 黒沢砂防堰堤の安全性を確保されたい。 
（その他） 
・ 超過洪水対策が重要。 
・ 大きな干ばつの場合の運用や補償を考えることが必要。 
・ 黒沢川下流の改修については、流水の地下浸透が図られるようにすること 
・ 維持流量は柔軟な対応を。 
・ ダムも調整池も治水対策にならず、堀廻堰へ流入する水量を減らす対策が必

要。 
・ 黒沢川の利用可能量１，８００ｍ３／日が疑問。 
・ 生まれた時から飲んでいる黒沢の水をこれからも続けて飲みたい。 
・ 地球規模で人間の活動を見直すべき。 

 
 

８ おわりに 

部会では最後までダム案ダムなし案それぞれの案を支持する意見があり、

現法制度下での案としては環境問題に配慮して、できるだけ小さくしたダム

案とすべきであるという意見も多くの委員からあった。しかし、昨今の財政

状況等を鑑みると治水・利水対策の早期実現にはダムによらない案とするこ

とがやむを得ないことでほぼ全員の意見が集約された。 

 
古くから黒沢川・万水川の恩恵を受け、また、洪水と向かい合ってきたこ

の地域が、将来ともに安全で安心して居住できる地域であることを願い、地

域住民、行政が互いに知恵を出し合い責任ある対策を早急に進めることを望

む。 


